
標準旅行業約款の一部改正について 

 

 

平 成 １ ９ 年 ３ 月 

観 光 事 業 課 

 

 

Ⅰ．背 景 

 

○  地域が企画する創意工夫に満ちた旅行商品の流通を促して地域振興を進める観点か

ら、第３種旅行業者が募集型企画旅行を行えるように検討を行う旨、「構造改革特区の

第８次提案に対する政府の対応方針」（平成18年2月15日構造改革推進本部決定）に

盛り込まれたところ。 

○  これを受け、「創意工夫豊かな地域の企画旅行商品の流通促進に関する委員会」の下

に「制度問題分科会」を設置し、検討を行った結果、第３種旅行業者が従来の営業保

証金及び最低資本金のままで、一定の条件を満たす募集型企画旅行を実施することが

できることとすること等を内容とする報告書が平成１８年６月に取りまとめられたと

ころ。 

○  これを踏まえ、旅行業法施行規則（昭和四十六年運輸省令第六十一号）を改正し、

第３種旅行業者による募集型企画旅行の実施に関し必要な規定を整備することとして

いるところ（平成１８年１２月２３日付パブリックコメント「旅行業法施行規則の一

部改正について」）であるが、あわせて、標準旅行業約款（平成１６年国土交通省告示

第１５９３号）をⅡのように改正する。 

 

Ⅱ．改正の概要 

 

○  第３種旅行業者が実施する募集型企画旅行に係る旅行代金については、当該旅行代

金の２０％以内で設定することができる申込金を除き、旅行開始日より前の収受は行

わないこととする第３種旅行業者用の規定を、標準旅行業約款の募集型企画旅行の部

に追加する。 

 

Ⅲ．スケジュール 

 

公布日：平成１９年３月１２日 

施行日：平成１９年５月１２日 
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○
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
九
十
六
号

旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
二
百
三
十
九
号
）
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
標
準
旅
行
業
約
款
（
平
成
十
六
年

国
土
交
通
省
告
示
千
五
百
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
旅
行
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平

成
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
十
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
五
月
十
二
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

募
集
型
企
画
旅
行
の
部
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
契
約
の
申
込
み
）
（
第
三
種
旅
行
業
者
で
な
い
場
合
）

第
五
条

当
社
に
募
集
型
企
画
旅
行
契
約
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
旅
行
者
は
、
当
社
所
定
の
申
込
書
（
以
下
「
申
込
書
」

と
い
い
ま
す
。
）
に
所
定
の
事
項
を
記
入
の
上
、
当
社
が
別
に
定
め
る
金
額
の
申
込
金
と
と
も
に
、
当
社
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

２

当
社
に
通
信
契
約
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
旅
行
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
募

集
型
企
画
旅
行
の
名
称
、
旅
行
開
始
日
、
会
員
番
号
そ
の
他
の
事
項
（
以
下
次
条
に
お
い
て
「
会
員
番
号
等
」
と
い
い
ま
す
。
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）
を
当
社
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

３

第
一
項
の
申
込
金
は
、
旅
行
代
金
又
は
取
消
料
若
し
く
は
違
約
料
の
一
部
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

４

募
集
型
企
画
旅
行
の
参
加
に
際
し
、
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
旅
行
者
は
、
契
約
の
申
込
時
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
と
き
、
当
社
は
可
能
な
範
囲
内
で
こ
れ
に
応
じ
ま
す
。

５

前
項
の
申
出
に
基
づ
き
、
当
社
が
旅
行
者
の
た
め
に
講
じ
た
特
別
な
措
置
に
要
す
る
費
用
は
、
旅
行
者
の
負
担
と
し
ま
す
。

（
契
約
の
申
込
み
）
（
第
三
種
旅
行
業
者
で
あ
る
場
合
）

第
五
条

当
社
に
募
集
型
企
画
旅
行
契
約
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
旅
行
者
は
、
当
社
所
定
の
申
込
書
（
以
下
「
申
込
書
」

と
い
い
ま
す
。
）
に
所
定
の
事
項
を
記
入
の
上
、
旅
行
代
金
の
二
十
％
以
内
で
当
社
が
別
に
定
め
る
金
額
の
申
込
金
と
と
も

に
、
当
社
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

２

当
社
に
通
信
契
約
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
旅
行
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
募

集
型
企
画
旅
行
の
名
称
、
旅
行
開
始
日
、
会
員
番
号
そ
の
他
の
事
項
（
以
下
次
条
に
お
い
て
「
会
員
番
号
等
」
と
い
い
ま
す
。

）
を
当
社
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

３

第
一
項
の
申
込
金
は
、
旅
行
代
金
又
は
取
消
料
若
し
く
は
違
約
料
の
一
部
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。
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４

募
集
型
企
画
旅
行
の
参
加
に
際
し
、
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
旅
行
者
は
、
契
約
の
申
込
時
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
と
き
、
当
社
は
可
能
な
範
囲
内
で
こ
れ
に
応
じ
ま
す
。

５

前
項
の
申
出
に
基
づ
き
、
当
社
が
旅
行
者
の
た
め
に
講
じ
た
特
別
な
措
置
に
要
す
る
費
用
は
、
旅
行
者
の
負
担
と
し
ま
す
。

募
集
型
企
画
旅
行
の
部
第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
旅
行
代
金
）
（
第
三
種
旅
行
業
者
で
な
い
場
合
）

第
十
二
条

旅
行
者
は
、
旅
行
開
始
日
ま
で
の
契
約
書
面
に
記
載
す
る
期
日
ま
で
に
、
当
社
に
対
し
、
契
約
書
面
に
記
載
す
る

金
額
の
旅
行
代
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

２

通
信
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
当
社
は
、
提
携
会
社
の
カ
ー
ド
に
よ
り
所
定
の
伝
票
へ
の
旅
行
者
の
署
名
な
く
し
て
契

約
書
面
に
記
載
す
る
金
額
の
旅
行
代
金
の
支
払
い
を
受
け
ま
す
。
ま
た
、
カ
ー
ド
利
用
日
は
旅
行
契
約
成
立
日
と
し
ま
す
。

（
旅
行
代
金
）
（
第
三
種
旅
行
業
者
で
あ
る
場
合
）

第
十
二
条

旅
行
者
は
、
旅
行
開
始
日
以
降
で
契
約
書
面
に
記
載
す
る
期
日
ま
で
に
、
当
社
に
対
し
、
契
約
書
面
に
記
載
す
る

金
額
の
旅
行
代
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
当
社
は
、
旅
行
開
始
日
よ
り
前
に
は
、
申
込
金
を
除
き
、
旅

行
代
金
の
収
受
は
一
切
行
い
ま
せ
ん
。
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２

通
信
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
当
社
は
、
提
携
会
社
の
カ
ー
ド
に
よ
り
所
定
の
伝
票
へ
の
旅
行
者
の
署
名
な
く
し
て
契

約
書
面
に
記
載
す
る
金
額
の
旅
行
代
金
の
支
払
い
を
受
け
ま
す
。
ま
た
、
カ
ー
ド
利
用
日
は
、
申
込
金
に
つ
い
て
は
旅
行
契

約
成
立
日
と
し
、
申
込
金
を
除
く
旅
行
代
金
に
つ
い
て
は
旅
行
開
始
日
以
降
で
契
約
書
面
に
記
載
す
る
日
と
し
ま
す
。



- 1 -

標
準
旅
行
業
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
新
旧
対
照
条
文

○
標
準
旅
行
業
約
款
（
平
成
十
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
百
九
十
三
号

（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

）

改

正

案

現

行

募
集
型
企
画
旅
行
の
部

募
集
型
企
画
旅
行
の
部

（
契
約
の
申
込
み

（
第
三
種
旅
行
業
者
で
な
い
場
合
）

（
契
約
の
申
込
み
）

）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
契
約
の
申
込
み

（
第
三
種
旅
行
業
者
で
あ
る
場
合
）

）

第
五
条

当
社
に
募
集
型
企
画
旅
行
契
約
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
旅
行
者
は
、
当

社
所
定
の
申
込
書
（
以
下
「
申
込
書
」
と
い
い
ま
す

）
に
所
定
の
事
項
を
記
入
の
上

。

、
旅
行
代
金
の
二
十
％
以
内
で
当
社
が
別
に
定
め
る
金
額
の
申
込
金
と
と
も
に
、
当

社
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

２

当
社
に
通
信
契
約
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
旅
行
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
募
集
型
企
画
旅
行
の
名
称
、
旅
行
開
始
日
、
会

員
番
号
そ
の
他
の
事
項
（
以
下
次
条
に
お
い
て
「
会
員
番
号
等
」
と
い
い
ま
す

）
を

。

当
社
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

３

第
一
項
の
申
込
金
は
、
旅
行
代
金
又
は
取
消
料
若
し
く
は
違
約
料
の
一
部
と
し
て

取
り
扱
い
ま
す
。

４

募
集
型
企
画
旅
行
の
参
加
に
際
し
、
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
旅
行
者
は
、
契

約
の
申
込
時
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
と
き
、
当
社
は
可
能
な
範
囲
内
で
こ
れ

に
応
じ
ま
す
。

５

前
項
の
申
出
に
基
づ
き
、
当
社
が
旅
行
者
の
た
め
に
講
じ
た
特
別
な
措
置
に
要
す

る
費
用
は
、
旅
行
者
の
負
担
と
し
ま
す
。
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（
旅
行
代
金

（
第
三
種
旅
行
業
者
で
な
い
場
合
）

（
旅
行
代
金
）

）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

（
旅
行
代
金

（
第
三
種
旅
行
業
者
で
あ
る
場
合
）

）

第
十
二
条

旅
行
者
は
、
旅
行
開
始
日
以
降
で
契
約
書
面
に
記
載
す
る
期
日
ま
で
に
、

当
社
に
対
し
、
契
約
書
面
に
記
載
す
る
金
額
の
旅
行
代
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
当
社
は
、
旅
行
開
始
日
よ
り
前
に
は
、
申
込
金
を
除
き
、
旅
行
代

金
の
収
受
は
一
切
行
い
ま
せ
ん
。

２

通
信
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
当
社
は
、
提
携
会
社
の
カ
ー
ド
に
よ
り
所
定
の

伝
票
へ
の
旅
行
者
の
署
名
な
く
し
て
契
約
書
面
に
記
載
す
る
金
額
の
旅
行
代
金
の
支

払
い
を
受
け
ま
す
。
ま
た
、
カ
ー
ド
利
用
日
は
、
申
込
金
に
つ
い
て
は
旅
行
契
約
成

立
日
と
し
、
申
込
金
を
除
く
旅
行
代
金
に
つ
い
て
は
旅
行
開
始
日
以
降
で
契
約
書
面

に
記
載
す
る
日
と
し
ま
す
。


